
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
の
各
種
手
続
き

は
お
早
め
に
！

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

は
、
軽
自
動
車
や
バ
イ

ク
な
ど
を
4
月
1
日
に

所
有
ま
た
は
使
用
し
て

い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
車
両
の
所
有
者
や

使
用
者
の
変
更
・
廃
車

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、

3
月
末
ま
で
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

車
検
が
切
れ
て
い
て
も

廃
車
手
続
き
を
し
て
い

な
い
場
合
は
課
税
さ
れ

ま
す
の
で
、
今
後
車
両

を
使
用
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
は
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い

I
市
民
税
課　

J
(32)
6
2
4
4

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

■
申
告
・
相
談
会
場
開
設
期
間

A
2
月
16
日
㈮
〜
3
月
15
日
㈮　

9
時
〜
16
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

※
作
成
済
み

の
確
定
申
告
書
は
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
苫
小

牧
税
務
署
に
提
出

B
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー　

2
階

■
申
告
会
場
の
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す

整
理
券
は
国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

車種 取扱窓口
軽自動車
（三輪および四輪）

軽自動車検査協会室蘭事務所
J050（3816）1766

原動機付自転車
小型特殊自動車

市民税課税制係
J（32）6244

排気量125cc超の二輪 北海道運輸局室蘭運輸支局
J050（5540）2004

で
事
前
発
行
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
当
日
申
告

会
場
で
配
付
し
ま
す
。
配
付
状
況
に
応
じ
て
後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い　

※
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
申
告
を
ご

案
内
し
て
い
ま
す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お

よ
び
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
）。
労
働
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
は
、
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
は
受
け
付

け
て
い
ま
せ
ん

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
苫
小
牧
税
務
署　

J
(32)
3
1
6
5　

市
市
民

税
課　

J
(32)
6
2
5
3
・
6
2
5
4

高
丘
動
物
火
葬
場
の
廃
止

高
丘
動
物
火
葬
場
は
3
月
31
日
㈰
で
廃
止
と
な

り
ま
す
。
4
月
以
降
は
民
間
の
ペ
ッ
ト
葬
祭
業

者
な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

I
環
境
生
活
課　

J
(32)
6
3
3
3

国
の
教
育
ロ
ー
ン

C
大
学
、
短
大
、
専
修
・
各
種
学
校
、
高
校
な

ど
に
入
学
す
る
方
ま
た
は
在
学
す
る
方
の
保
護

者
（
所
得
制
限
あ
り
）

 

融
資
額
・
利
率 

学
生
・
生
徒
1
人
に
つ
き
350
万
円

以
内
で
年
2
・
25
％
（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭

の
方
な
ど
は
1
・
85
％
）
＝
令
和
5
年
10
月
2

日
現
在

 
返
済
期
間
・
方
法 

18
年
以
内
・
毎
月
元
利
均
等
返

済
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も
可
能
）

 

保
証 （
公
財
）
教
育
資
金
融
資
保
証
基
金
（
連

帯
保
証
人
に
よ
る
保
証
も
可
能
）

I
日
本
政
策
金
融
公
庫
HP
ま
た
は
教
育
ロ
ー
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

J
0
5
7
0
(00)
8
6
5
6　

J
03（
5
3
2
1
）8
6
5
6

■重度後遺障がい者へ介護料の支給

C自動車事故により脳や脊髄または胸腹部臓器に損傷
を受け、常時または随時介護を必要とし一定の要件に
該当する方
 支給額 後遺障がいの程度に応じた額
■交通遺児等育成資金の貸付

C0歳から中学校卒業までの交通遺児など
 貸付額 一時金＝155,000円　以後月額＝10,000円ま
たは20,000円　小・中学校入学時の支度金＝44,000
円　いずれも無利子
 貸付期間 貸付決定時から中学校卒業まで
 返還方法 原則20年以内の月々均等払
■交通遺児等友の会入会のご案内
自動車事故により死亡または重度後遺障がいを負われ
た方の義務教育終了前までの子どものいる家庭に対し、
交流会やレクリエーションを開催しています

……………………………………………………

IナスバHPまたは自動車事故対策機構札幌主管支所　

J011（218）8155

ナスバ
（自動車事故対策機構）
援護制度

広報とまこまい  令和6（2024）年・2月 18

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


